
令和8年8月以降の医療機関などへのかかり方についてのお知らせです。
お手元の資格確認書の有効期限は令和８年７月３１日です。以下のご案内は、令和８年８月１日時点におけ

る年齢を基準としています。

【84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方（※２）】
マイナ保険証での受診をお願いいたします。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手
続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。

※１：【マイナ保険証を普段からご利用されていない方】とは、下記の※２に該当しない方です。
※２：【マイナ保険証を普段からご利用されている方】とは、以下の条件をともに満たす方です。
　　①過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用された方
　　②概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用された方
マイナ保険証の利用状況は、７月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報です。

立田南部地区防災
コミュニティセンター
お風呂の営業日変更について

後期高齢者医療制度の加入者の皆さまへ

市民協働課　☎（５５）７１１３

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎０１２０（９５）０１７８
保険年金課　☎（５５）７１１９

経済センサス‐活動調査は、経済構造の実態
を全国的および地域別に明らかにする重要な
統計調査です。調査結果は、今後の行政施策や
民間企業の経営計画の策定など、社会経済の
発展を支える基礎資料として広く活用されま
す。
調査は６月１日現在で全国すべての事業所を
対象に実施します。５月中旬から、調査員が調
査書類を配布しますので、できる限りインター
ネットでご回答ください。（郵送でも回答可能で
す。）
ご協力をよろしくお願いします。

令和８年経済センサス‐
活動調査への
ご協力のお願い

経営企画課　☎（55）７１３３
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【85歳以上の方全員】
これまでどおり、手続きなしで新
たな資格確認書を7月中にお届け
しますので、お手元に届いた資格
確認書で受診いただけます。

【84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されてい
ない方（※１）（マイナ保険証をお持ちでない方も含みま
す）】
これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を7月
中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受
診いただけます。

お風呂の営業日を下記の通り変更させてい
ただくことになりました。ご利用の皆さまには
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしく
お願いします。なお、お風呂以外は通常どおり
ご利用可能です。
・変更前：金曜日～月曜日
・変更後：第１・３・５土曜日、第２・４日曜日
　　　　 （※一部変更する場合有り）
・営業時間：午後３時～午後８時
・変更開始日：６月１日（月）～
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